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国土審議会 水資源開発分科会 第１１回調査企画部会 

（今後の水資源政策のあり方について 第５回） 

平成２６年１月２０日 

 

 

【寺田水資源政策課長】  それでは、定刻より若干早うございますが、おそろいでござ

いますので、会議を開会させていただきたいと存じます。会議は１２時までの２時間を予

定しています。 

 開会の前に、配付資料の確認をさせていただきます。資料リストをごらんください。 

 資料１、委員名簿。資料２、「これまでの検討内容と今後のスケジュール」。資料３、「調

査企画部会（第１～４回）委員意見への対応」。資料４、「経営学における『スラック』概

念について」、資料５、「水資源（水循環）に関する教育、普及啓発」、資料６、「水道行政

の当面の課題について」、資料７、「農業水利の現状」、資料８、「工業用水道施策の概要」、

資料９、「環境省における湖沼水環境保全に関する取組」。以上でございますが、配付して

おります資料に乱丁や配付漏れはございませんでしょうか。よろしゅうございますか。 

 本日は、櫻井敬子委員、田中宏明委員、古米弘明委員、松橋隆治委員は所用のためご欠

席との連絡を受けております。 

 では、早速ですが、本日の調査企画部会を開会させていただきます。議事に入ります前

に、幾つかご報告を申し上げます。まず、本日は、定足数の半数以上のご出席をいただい

ておりますので、国土審議会令第５条第１項及び第３項の規定に基づき会議は有効に成立

しております。 

 本日の会議は、公開で行っており、一般の方にも傍聴いただいておりますこと、議事録

についても、各委員に内容をご確認いただいた上で発言者名も含めて公表することとして

おりますことをご報告申し上げます。 

 また、一般からの傍聴者の皆様におかれましては、会議中のご発言は認められていませ

んので、よろしくお願いいたします。会議の進行の妨げになる行為がある場合は退室をお

願いします。 

 それでは、会場内の撮影はここまでとさせていただきます。報道のカメラの方はご退室

願います。 

 それでは、これからの進行につきましては、沖部会長のほうでよろしくお願いいたしま
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す。 

【沖部会長】  それでは、本日の議題、議事に入りたいと思います。議事、５つ書かれ

ておりますが、４つ目の関係省庁からのプレゼンテーションにつきましては、その都度、

質疑応答、意見交換を行い、議論の整理をしてまいりたいと思います。限られた時間では

ありますけれども、効率的な進行に努めていきたいと思っておりますので、ご協力をよろ

しくお願い申し上げます。 

 なお、本日も資料がたくさんございますので、審議時間を超過する場合には、残りの審

議内容を次回に回すということで対応させていただきたいと思います。 

 それでは、まず議事１、第１回から４回の調査企画部会委員意見への対応について、今

後の審議スケジュールも含めまして、事務局から資料を説明願います。 

【海野水資源計画課長】  それでは、事務局のほうから説明をさせていただきます。 

 まず資料２でございますが、今後のスケジュールでございます。今回は、残ったテーマ、

教育の部分と、各省庁からのプレゼンテーションということで、一通りこれで議論が終わ

ることになりますので、次回から全体を通した議論ということとなります。 

 続いて、資料３でございますが、委員意見への対応ということでございます。まず、１

ページ目でございますが、事業体間で水融通、連結の状況についてのご意見がございまし

た。 

 ２ページでございますが、事例でございます。左上、北九州市と福岡都市圏の間で水道

用水を相互水融通することを目的としたもので、水系を超えて連絡管を設置した事例でご

ざいます。左下、東京都と埼玉県、川崎市の連絡管でございまして、同一水系内の事業者

間による水融通事例でございます。右側になりますが、千葉県香取市で東日本大震災によ

り送配水管が破損し、断水が発生した際に、緊急連絡管と既設配水管を接続し、断水被害

を軽減したものでございます。 

 続いて、３ページになります。日本における廃熱利用についてのご意見がございました。 

 ４ページになりますが、水分野の廃熱利用の事例におきましては、下水道施設の再生水

を冷暖房熱源として利用されておりまして、左上、東京都の後楽ポンプ場でオフィスビル

に熱供給を行っている事例がございます。ほかにも、下の表、横浜市の日産スタジアム等、

同様の取り組みが行われているところでございます。また、右上でございますが、廃熱利

用におきまして、例えば地中熱利用では、各家庭で利用する場合、欧州と比べ、日本では

導入コストで課題となっているという図でございます。 
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 続いて、５ページでございますが、下水道汚泥の物質循環では、セメント等が大きなウ

エートを占めているとのご意見がございました。 

 ６ページになりますが、下水汚泥のリサイクルは着実に行われておりまして、東日本大

震災の前年では約７８％に達しております。リサイクルの用途の多くは、セメントなど建

設資材として活用されておりまして、リンの活用は、緑農地利用の一部でございます。リ

ンの全量輸入に頼る我が国といたしまして、さらに活用を進めることは極めて重要なこと

であるということで、前回、そういった観点で取り上げをさせていただいたところでござ

います。 

 続いて、７ページでございます。エネルギー循環という言葉についてのご意見がござい

ましたが、これにつきましては、今後、整理した上で審議をいただきたいと考えておりま

す。各水系ごとの包蔵水力の把握、エネルギー供給の脆弱性に対する水インフラ施設の取

り組みについてのご意見でございますが、まず、８ページでございます。包蔵水力につき

ましては、既存構造物における遊休落差や余剰水圧を利用した未利用落差発電は、既設ダ

ム利用と水路利用に分けられます。整理がなされております利根川水系等フルプラン水系

では、ここに図であらわしておりますが、発電電力量では約４.４億キロワット時の未利用

落差の包蔵水力がございます。 

 続いて、９ページでございますが、エネルギー供給の脆弱性に対する水インフラ施設の

取り組みということで、水インフラでは、ダムの管理用発電、農業用水、下水道施設の落

差を利用した小水力発電、ダムの堤体等を施設利用した太陽光発電等、再生可能エネルギ

ーの利用。中段でございますが、災害等によるエネルギー供給が停止した場合の他系統の

連絡管の整備。さらに下になりますが、位置エネルギーを活用した設備などの送配水施設

等の強化といったさまざまな取り組みがなされているところでございます。 

 １０ページでございますが、総合水資源管理と統合的水資源管理の用語、国際貢献、国

際協力、海外展開と国際展開といった用語についてのご意見がございました。 

 次のページ以降になります。総合水資源管理、統合的水資源管理についてでございます

が、国際的に使われているＩＷＲＭにつきましては、平成２０年の調査企画部会で統合的

水資源管理と紹介をさせていただいたところでございます。委員ご指摘のように、日本で

の水資源管理について、統合的か、総合的かというご議論がございまして、その際、日本

では下のような定義をしたところ、その性格から、総合的という言葉を使っていくという

整理になったところでございます。 
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 この中間取りまとめにおきましては、総合水資源管理という言葉を使っているところで

ございますが、この日本の総合水資源管理の定義と区別するため、英文でＩＷＲＭと表記

されているものにつきましては、本部会資料では統合的水資源管理として整理をさせてい

ただきたいと考えております。 

 １２ページでございますが、国際貢献と国際協力、海外展開と国際展開といった用語に

ついてでございますが、政府方針及び他の報告書等で両方の用語が混在して使われており

ます。下から２つの段のところにつきましては、国土交通省での使われ方でございまして、

白書では、国際貢献という言葉が広い意味で使われております。また、インフラ・システ

ム輸出戦略、一番下段のところになりますが、そこでは海外展開のみ利用しているという

ことから、本部会では、水問題解決に向けた議論への参画等を中心とした取り組みについ

ては国際貢献、水インフラの国際市場獲得に向けた取り組みについては海外展開という言

葉を用いて整理するとともに、引用文献については原文のまま使用するということにさせ

ていただきたいと考えております。 

 続いて、１３ページでございます。安全な飲み水に関するミレニアム開発目標は、数少

ない達成された目標の１つであり、その利用についてのご意見がございました。 

 １４ページになりますが、上の２つのグラフが示すとおり、ミレニアム開発目標が合意

されて以降、水と衛生分野を含め世界のＯＤＡの実績は増加傾向にございまして、各国が

ミレニアム開発目標の達成を目指し、取り組みを強化したことが考えられます。下のグラ

フ、左側でございますが、社会インフラ及びサービス分野でのＯＤＡ実績を示したもので

ございますが、水と衛生分野のＯＤＡは２００１年のミレニアム開発目標の合意以前にお

きましてシェアが最も高くなっておりまして、比較的早い段階から重点的、継続的に援助

がなされていることが推測されるところでございます。特に飲み水は人間の生命を維持す

るために必要不可欠であるため、世界的な問題意識も高いこともあって、これらのことが

相まって、安全な飲み水にアクセスできない人口の割合を１９９０年の値に対して半減す

るという目標の早期達成につながった一因と考えられます。 

 しかしながら、目標達成されている一方で、依然として約８億人が安全な飲み水にアク

セスできないこと、また、ミレニアム開発目標では、水質の観点からの安全性が考慮され

ていないことなどから、これらの改善に向けた継続的な取り組み、次期目標の議論がなさ

れているところでございます。 

 以上でございます。 
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【沖部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、ただいまのご説明に関しまして、ご質問、ご意見等ございましたら、よろし

くお願いいたします。 

【佐々木特別委員】  ありがとうございます。１１ページのところですが、先ほどの言

葉の問題ね。なるほどうまいことを言うなと思って感心しています。基本的に中身として

は、「総合」水資源管理も、「統合」水資源管理も、言おうとすることはそれほど大きく変

わってないですね。だから、一番下にあるように、上の「総合」のほうも英訳するとＩＷ

ＲＭとなる。下の原文のというか、英語としてのＩＷＲＭと、その言葉としては一緒です

からね。ただ、上の我々の「中間取りまとめ」で使った「総合」のほうは、英文に訳すと

「in Japan」と。いわゆるＩＷＲＭの「日本型」だよ、あるいは「日本的特殊性」を持っ

たものだよと理解をしたらいいのだなと思います。そういう意味ではなかなかうまい訳だ

なと思いましたけど、そういう区別で、私は結構だと思います。わかりました。 

【沖部会長】  座長からつけ加えさせていただきますと、私が観察していますところ、

統合、lntegrated Water Resources Managementという言葉があって、それはここにまさに

書いてあるとおりですが、水だけではなくて、土地とか、生態。土地管理と水とは一体で

あろうというのがまず１つあった。さらには、人間目的だけではなくて、生態系にも配慮

しようという目的が入ったというので打ち出されたわけです。 

 ところが、lntegrated Water Resources Managementという言葉だけ見たときに、日本へ

来たときのインテグレートで一番必要だったのが、本日、４省庁来ていただいていますけ

れども、分断されていると。それをもう少し統合的にやらなきゃいけないんじゃないか。

あるいはステークホルダーという概念がちょうど入ってきたころだったので、国だけでは

なくて、地方自治体、利水者、それから供給者、そして、大もとの利水者からさらに恩恵

を受けるユーザーという、いろいろな段階の人たちの意見を統合して水資源開発を進めて

いかなきゃいけないんじゃないかという解釈がなされて、ですから、ある意味では若干独

自の解釈が入っているのがこの「in Japan」であるということかなと思います。 

【佐々木特別委員】  そうですね。 

【沖部会長】  三野先生、お願いします。 

【三野特別委員】  私も、今お話のように、非常にうまくまとめられたと思います。た

だ、１つ、歴史的に見たときに、河水統制事業というのが戦時中にあり、統合という言葉

との関連が若干気になるところですが、統合的という言葉には、その辺は意識ないと思い
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ますので、これで結構かと思います。 

【沖部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、ほかいかがでしょうか。 

 それでは、議事２、委員からのプレゼンテーションということで、本日は、佐々木委員

より、ご説明をよろしくお願いいたします。 

【佐々木特別委員】  わかりました。それでは、申し上げたいと思います。資料４を、

お手元のこれをごらんいただきたいと思います。これは「諮問書」というか、第１回のと

きに大臣のほうから諮問がございました。それの一番末尾のところに、「あらゆるリスクに

対して、」「柔軟かつ臨機に対応できる幅を持った社会システムの構築を目指していく必要

がある。」という文章がございました。私は、ここの「幅を持った」というところに非常に

おもしろい言葉の使い方だなと思いまして、そのときに、これはもしかしたら、近年、経

営学の分野で使われているスラックという言葉と近いというか、そういうものと理解して

よろしいのでしょうかということを第１回のときに申し上げたと思うのです。 

 そうしましたら、それに対して、事務局のほうから、「経営学におけるスラックというの

はどういう概念か」ということで、これについて若干説明せよという命令がございまして、

「わかりました。それはいいけど、この用語の説明でしたら、５分ぐらいでいいのか」と

申し上げたんですが、「１０分ぐらいやれ」ということで、若干これは調べておいたほうが

いいなと思って、これはいろいろなテキストとか、いろいろな文献に載っている言葉なの

ですが、ある個人の論文、調査、テキスト等々では、あまり個性が出過ぎるような説明の

仕方もあり得ると思いました。できるだけ広く学会等々に認められたというか、オーソラ

イズされているような説明をしたものとなると、大きな辞典を参照するのがよいだろう。

そこでは、できるだけ偏らない説明のできる執筆者を選んでいますから、そういう意味で

いいのではないかと思って、二、三の大きな辞典を引っ張り出してみて、そこから「スラ

ック」にかかわることを持ってまいりました。 

 英語としてのスラックは緩みとか、ゆがみとか、そういうようなことなのですが、経営

学ではどういうふうに用いられているか。若干ここに記されているとおり、解説というか、

ご紹介をしてみたいと思います。 

 まず、３つぐらい引っ張ってきましたが、①．１つは、『会計学大辞典』というのがある

んですが、その中でスラックという言葉が解説されております。「これは組織、企業、ある

いは事業体」ととっていいですが、「それが最高の能率で運営されていない状態を記述する
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概念」とまずあり、そこには、大きく分けると「組織のスラック」と、その下にある「予

算のスラック」、お金のほう。上は人間とか、そういうことでしょうけれども、その２つが

書かれている。前者は何かというと、組織というのは、あるいは企業と言ってもいいです

が、それは利用可能ないろいろ資源、ヒト・モノ・カネ・情報等々の経営資源があるわけ

ですが、それらを全ての資源を常にフルに、完全にというか、完璧にというか、活用して

組織の維持を図っているわけではないというのですね。したがって、資源配分の「完全性」

ではなくて、「不完全性」を前提にそこでは通常、意思決定がなされている。これが普通だ

と。その結果として、必然的にある種のスラック、緩みが生じていると考えていいという

解説、説明をしています。 

 それから、お金のほう、「予算のスラック」については、予算編成の過程において、下位

の管理者が意図的に予測情報の歪曲によって、予算の水増しというか、そういうものを含

んだ予算を組む。あるいは、容易に達成できるような、あまり難しい高い目標をつくらな

いで、予算を低く、あるいは低目に設定したり、あるいは費用として許容される予算額を

やや過大に見積もるということによって、そこに密かにそういうスラックが入り込むとい

うことです。 

 そういうことで、スラックは、環境は絶えず不確実ですから、あるいは多様なリスクが

ありますから、スラックは、環境の不確実に対する「一種の安全弁」だと理解するのです。

あるいは組織内部の目標が幾つか部分的に衝突する。そういうときの対立を緩和するのに、

スラックがあれば役立つということ。あるいは管理者の自由裁量、特にトップの自由裁量

権の幅をより大きくするのに役立つ。スラックがあったほうが自由度が大きくなるという

ことです。そういうことが言われる。 

 しかし、他面、括弧して書いていますが、下位の管理者による業績評価に対する自己防

衛的な手段として過度の、やや多目の予算スラックというものが生じるおそれが多分にあ

るわけです。それは可能な限り排除されなければならないということがあります。これは、

ですから、ある意味でスラックは１つの安全弁として存在するわけですが、他方で、あま

りスラックが大き過ぎるとというか、そうなると、それはほんとうの非効率というか、そ

ういう面はあるということですね。ただ、それはある一定のあるパーセントまでは、適正

なスラックと認められ、あるいは一定のパーセントを超えると非効率だというような問題

ではないのですね。そういうことではない。 

 じゃ、ここの区別はどういうふうにしてわかるのかというと、企業は普通、競争のマー
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ケットの中に置かれていますから、もし過大な、あるいはほんとうに無駄な組織スラック

とか、あるいは予算スラックを持っていると、それはおのずと企業そのものの競争力とい

うものの低下ということを招いてきますから、普通はあり得ない。ここに自己抑制的に組

織そのものがそんなに、非効率を生むような、そこまで大きなスラックというのは持たな

いだろうと理解をしたらいいと思います。 

 それから、②です。『経済学大辞典』というのがあるのですが、そこではどういうふうに

説明されているかというと、組織のスラックは、企業の無駄、あるいは非効率を意味して

いる。その後がおもしろいのですが、経済学では非常に厳密なというか、厳格な前提を持

ってきますから、常に「合理的」な意思決定が行われているというふうに経済学の企業理

論では考えます。ですから、経済学では、企業には無駄とか、非効率というのは存在しな

い。したがって、組織スラックという概念はないのです。アダム・スミスは経済学の祖と

言われていますが、そこでは、マーケットというのは常に競争というものが働いていて、

その需要と供給との関係というのは、「神の手」がそこには働くと言われるぐらいでありま

す、経済学では。だから、もしかして経済学の企業理論でいくと、もし非常に大きないろ

いろなリスクが出てきた場合に、それに対する対応というのは、おそらく今日の言葉で言

うと、「想定外」ということになるのでしょうね、経済学の企業理論では。 

 それに対して組織体とか、あるいは１つの事業体を研究対象とする経営学においては、

常に人間の意思決定をする際の合理性というか、そういうようなものにおける「制約」と

いうか、人間はそれほど完璧じゃないということがある。ですから、いろいろな資源の合

理的かどうかというのを判断するのに、人間のそういう弱さというか、神様と違いますか

ら、そういう意味で完璧な合理性というのは持てないと理解しますから、経営学のこの種

の議論をする場合にいつも、例えばトップがいろいろ意思決定をするときに、いろいろ企

業の持っている経営資源をどう使うかというときに、そこには「制約された」合理性と、

それは完璧な合理性ではないことを前提とします。いろいろな意味で制約されている。そ

の制約されている合理性で物事を決定しますから、必ずそこにはスラックが生ずると理解

をします。 

 今日の経営学においては、企業の意思決定の合理性は、完全な合理性ではなくて、絶え

ずそこにはいろいろな意味で「制約」がある、「限界」があるということです。それは情報

を収集するときの制約とか、あるいは価値判断をするときの制約とか、トップの能力の制

約とか、いろいろあるかもしれません。いろいろなそういう制約があって、必ずしも完全
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な合理性を持って判断するわけじゃない。だから、常にスラックは存在する。こういうふ

うに考える。 

 企業の「組織スラック」は、ふだんは目に見えなくて、その存在は意識されない。何ら

かの理由で非常に大きなリスクにぶち当たったり、あるいは企業が窮地に立ったときに、

それぞれの立った企業は合理化対策をやる。そのときに初めて明るみに出る。その合理化

の成果というのが出ますから、例えば急激な円高が生ずると生産を合理化するということ

を企業はやるでしょう。そのとき、それによってコストダウンをする。コストダウンの成

果を上げる。それができるのは、そこに何らかのスラックが存在していたからと見るので

す。つまり、生産の仕組みや過程において、そこにたまっていた、あるいはそこに内包さ

れていた非効率、いわゆるスラックです。こういうものがあって、そういうものを用いな

がら対応をしていく。それでコストを下げるというような意思決定をやっている。ですか

ら、組織スラックは、ふだんは目に見えないということ。そういうような性質を持ってい

る。 

 それから、最後のところ、企業は組織スラックを少なくすることによって、コストダウ

ンをやったり、生産性の向上とか、業務のスピードアップなどを図るということをやりま

す。困難ないろいろなリスク、そういうものに対して、そこから克服して、それから脱却

することができる。その意味で、組織スラックは「企業の存続というもののための安全弁」

だと。ここでも安全弁という言葉が使われていますが、そういうふうに書かれています。 

 最後に、３つ目の解釈というか、執筆者はこんなことを言っているわけですが、それは、

「スラックイノベーション」という言葉を用いながら、企業は何らかのスラック、「余剰資

源」というものを持っており、それを活用することによっていろいろ「革新」をやって、

それによって成功する。ですから、成功している企業では、ヒト・モノ・カネ・情報等々

のいわゆる経営資源、こういうものについて各種の「余剰」の資源を内包しているという

か、そういうものを必ず持っている。それが「革新のための源泉」となるということを言

っております。幾つかの具体的な例がその下に書いていますが、そういう意味で、革新を

生み出すためにも、余剰の資源というのは必要不可欠であるということを言っています。 

 このように、スラック革新というのは、企業のふだんの業務、ルーティンな使い方、そ

こでは使い切れていないスラックが適切に配分、あるいは用いられることによって、企業

は革新を遂げるという考え方をとります。 

 以上、①、②、③を３つぐらいスラックにかかわるような用語を説明いたし、解説をし
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てまいりましたが、どちらかというと、これらの大きな辞典で書かれていることは、「量的

な」スラックというか、経営資源の余剰とか、そういうことが主に書かれていると思うの

ですが、私は、必ずしも「量」に限らなくて、「質」の上においてもスラックというような

考え、概念が考えられるのではないかなと思っています。量と質、両方の面でスラックの

概念というのは、あるいは幅のあると言ってもいいですが、考えていいのではないかなと

思います。 

 例えばきのう、関西は、特に北陸のほうから非常に大きな雪雲が来ていまして、関ヶ原

のあたりで、私、きのう出てまいりましたが、私の乗った新幹線は１４分ぐらいおくれて

名古屋に着きました。そのときに、新幹線の車内の放送は、新横浜、東京には大体１０分

遅れて着く予定だろうと。ところが、実際私が東京に着いたのは正規の時間スケジュール

よりも８分おくれです。というのは、その間に６分とか何分かは、名古屋から東京まで２

時間かかりませんね。その間にそれだけのものをスピードアップしてとりかえしている。

それはある意味でスラックというように考えられないこともない。つまり、例えばもしぎ

りぎりだったら、２５０キロで走るのであれば、マキシマム２５０キロ走るような車両と

か、車、車輪、あるいはレールを開発すればいいと思う、ぎりぎりで。だけども、それで

は非常に不安があるわけ。ですから、もしほんとうに走ろうと思えば３５０キロで走れる

だけの施設とか、能力を持っている。しかし、ふだんは２５０キロとか何かで走っている。

そうすると、いざというときにスピードアップが可能になる。それも一種のスラックだけ

ど、それは無駄ではないと思うのです。非効率ではないということです。大体そんなよう

なことを考えました。 

 これらは冒頭に申した諮問書にある「幅のある」ということと、私は近いのではないか

と思うのですが、ここにもちょっとファイルがありますが、これまでいただいたいろいろ

な資料の中で、例えば「スラック」として説明できるのじゃないかなと思われる二、三の

ことを、引用して終わりたいと思うのです。例えば、あるときにこういう説明がございま

した。福岡の導水施設において地盤沈下が云々というような話がありました。そこのとこ

ろで、１つは、施設管理者が資材、管材を、パイプを備蓄していたということがあり、通

水の再開までの期間が７日間、短縮されたというようなことが今までいただいた資料の中

にございました。 

 それから、もう一つは、この際、バックアップの施設、つまり、調整池を持っていた。

そういうものが整備さていたので、原水の供給を停止することなく、給水制限や断水もな
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く、被害も回避されたということ、そういう例がございました。そのときのいろいろな備

蓄とか、あるいはバックアップ施設等々の話。 

 それから、もう一つの事例としては、霞ヶ浦用水地区において、幹線水路が被災し、７

日間にわたり送水が停止されたという例がございます。そのときに被災した幹線の水路は

二重構造になっていて、双方の管がやられたんですが、健全な既設路器具類の損傷が少な

かったほうの片方の管路を使いながら復旧を急いだことによって、応急復旧の期間が短く

なったというような事例、そういう紹介がございました。 

 そういうようなことなんかはもっといろいろあろうかと思いますが、そういうことも一

種のリスクに対応する「幅のある」というか、「一種のスラック」概念として説明できるの

ではないかと思いました。 

 以上です。 

【沖部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明に関しまして、ご質問、ご意見ございましたら、よろしく

お願いいたします。 

【三野特別委員】  実は私の専門は農業用水です。農業用水の中に広域用水計画と単位

用水計画というのが２つあります。広域用水、すなわち、必ずしも単位用水に受益面積を

掛けたものが河川からの取り入れ量じゃないという理論がございます。その理論がＣＢ法

という理論ですが、実はこれは今、線形計画で整理しますと、スラック変数がゼロになる

ところがＣＢ、すなわちクリチカルブロックで、それが元入り、すなわち河川かられの取

水量を規定するんだとする理論です。そのほかのブロックでは無駄があるわけですから、

CB以外のブロックの面積が幾ら減っても、無駄が増えるだけで、一向に元入り水量が減ら

ない。簡単に言えば、そういう理論でございます。そのときに、広い面積に重力システム

で用排兼用水路によって水をかける農業用水では、必ずどこか地域のスラック変数がゼロ

になる最もクリチカルなポイントがあって、そこが実は河川からの取水量を規定する。そ

の辺がなかなかご理解いただけないんです。パイプラインとかポンプでそこを改善すると、

たちまち元入れ水量が影響する。そういう理論が実は農業用水の中の基本的な広域用水量

を決める理論です。まさに今、先生のおっしゃったスラックの概念そのものだったと理解

できました。 

 今の先生のお話のスラックをどういうふうに経営資源としてうまく広げ、取り込むかと

いうことと全く同じ概念が、実は農業用水の広域用水計画、河川から取り入れる計画用水
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量であったということが今、はっきり整理いただいて、大変ありがとうございました。そ

ういうことで、農業用水の特徴というのは、地域の水マネジメント（経営）の中でスラッ

クをうまく組織体として取り組むかという仕組み論と、水の使う消費量がセットになって

いるということが先生のお話ではっきりしたように思います。 

【沖部会長】  ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。 

【三村専門委員】  もしなければ。 

【沖部会長】  三村先生、お願いします。 

【三村専門委員】  大変示唆的なお話、ありがとうございました。お話を伺っていて、

スラックというものと、提案されている幅を持ったというものの考え方にちょっと差があ

るかなということがあったので、お伺いしたいんですけれども、この経営学における概念

の中の①とか②というのは、スラックというのは非計画的というか、経営者は意図しない

で、いろいろなところにそういうものが潜り込んでいるというものですね。 

 一方、現在、提案されている幅をもった考え方は、そういうものを計画的、組織的に最

初から組み込むということが言われているんじゃないかと思うんです。そうすると、経営

学の中には経営の中にそういうスラックというものをもっと積極的に組み込んでいこうと

いうような考え方は、さらにあるものなんでしょうか。 

【佐々木特別委員】  ありがとうございます。いや、ありません。そうではなくて、人

間がつくって、企業というのは非常に人的なファクターが大きいですから、それがお金と

か情報とか、人とか、そういうようなものをいろいろ抱えながら企業の存続を図るにはど

うしたらいいかというのがいわゆる経営ですから、そういう点から、そういうことを通常

やっているわけですが、そのいろいろな仕組みの中におのずといろいろな、意図的でなく

ても、スラックが入り込む余地が当然あり得るというか、それを避けることはできないと

いう考え方をとっているんです。それは経済学と違うところです。 

 それに対して、今おっしゃった幅のあるという諮問書にある表現ですが、それが初めか

ら計画的にというか、意図的にそういうものを組み込もうとしている概念かどうかは、事

務局に聞かなきゃわからないです。私がつくった幅のあるというのは、向こうが考えたん

ですからわかりませんが、基本的には、私の理解では、ここで使っている幅のあるシステ

ムをつくっていく必要があると、こういうふうにあるんじゃないかというふうに、諮問書

でこちらにそういう問題を投げかけられたわけですから、これに対して我々はどういうよ

うな、基本的には今後のフルプラン等々を考えていくときに、計画というと一種のスラッ
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クですが、そういうようなものを含むようないろいろな計画とか、プログラム、そういう

ようなものを考えていこうという我々の姿勢というか、態度というか、そういう問題意識

は間違いじゃないんじゃないか。非常にニアリーイコールじゃないかなというように私自

身が考えたということなんです。ちょっと向こうに聞いてみないとわからないけど。 

【沖部会長】  ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。 

【三村専門委員】  よろしいですか。 

【沖部会長】  お願いします。 

【三村専門委員】  ありがとうございました。ちょっと私の質問が先走ったかもしれま

せんけど、例えば、先ほど防災の二重化の例が出てきましたけど、堤防なんかでも、余裕

高とか、セーフティーマージンとかというような言葉があって、設計条件を積み重ねてい

くとこの高さなんだけど、でも、さらに不確実だったり、何かあるかもしれないから、そ

の分だけ余裕を入れておくというようなことがありますね。 

【佐々木特別委員】  うん。 

【三村専門委員】  ですから、それは、先生がおっしゃった、どうしても入り込んでし

まう人間的な要素も含めたスラックというのとは少し違う、最初から余裕を少し持たせよ

うという概念だと思うので、そういうことも含めて諮問をされているのかなと思ったもの

ですから、質問させていただきました。 

【佐々木特別委員】  ありがとうございます。 

【沖部会長】  先生、よろしいですか。 

【佐々木特別委員】  いいです。 

【沖部会長】  座長からで恐縮ですが、今、マージンという言葉が出ましたが、スラッ

ク、マージン、あと、バッファーという言い方をすることがありますね。何かを衝撃を吸

収する。 

【佐々木特別委員】  わかります。 

【沖部会長】  それから、もう一つ、最近、インフラ分野では、リダンダンシーという

のが震災の後にはやって。二重化ですね。いずれも何らかの……。 

【佐々木特別委員】  似ているね、非常に。 

【沖部会長】  計画どおりでぎりぎりでは危険であると。 

【佐々木特別委員】  そうです。 

【沖部会長】  そこで三村委員のお話で、スラックというのは構造的に入ってしまうも
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ので、それを減らそうとする努力にかかるコストが減ったことによるメリットよりも小さ

くなればやるんだという話ですね、多分経済学的に言うと。 

【佐々木特別委員】  うん。わかる。 

【沖部会長】  それは多分水資源分野では、例えば番水をやるとか、みんなでちょっと

節水をする、そうすると、サービスレベルはあまり変えずに水を減らすことも多少ならで

きる。そこは多分スラックの部分だと思うんですけれども、そういうものと、ここで言っ

ている幅を持っているというのがあまり過大であると、それはもう無駄ですね。 

【佐々木特別委員】  そうです。 

【沖部会長】  ところが、無駄でない部分もあるんではないかというのが多分、次回以

降の一番、１つの話題になるんじゃないかなという気がいたしますが、そういうことで。 

【佐々木特別委員】  ちゃんと整理して。 

【沖部会長】  はい。ぜひ委員の皆様方、ちょっと考えていただければと思います。 

 事務局から何かございますでしょうか。 

【海野水資源計画課長】  今、出たことにつきまして、次回、整理をした上でご議論い

ただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

【沖部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、資料５、前回の積み残しですが、「水資源（水循環）に関する教育、普及啓発」

について、ご説明をお願いいたします。 

【海野水資源計画課長】  資料５になります。「水資源（水循環）に関する教育、普及啓

発」についてでございます。まず１ページでございますが、国土交通大臣からの諮問に、

「水資源に関する施策を効果あるものとするために、継続的に水資源に関する教育や普及

啓発をシステムの一つとして組み込んでおくことが求められる。」とあることから、ご審議

いただきたいと考えております。 

 辞書などにおけるそれぞれの言葉の意味を確認いたしますと、教育は、ある人間を望ま

しい姿に変化させるための働きかけ、これに関連して、学習は、生後に経験を通じて知識

や環境に適応する態度・行動などを身につけていくこと、教育に対して主体的な意味を持

つ言葉として捉えられます。普及は、広く行き渡らせるとなっておりまして、広報に近い

意味を持つ言葉。啓発は、教え示して、より高い認識、理解に導く、教育に近い意味を持

つと理解できます。教育と普及啓発の関係は楕円の図で示しておりますが、教育は、水資

源に関する理解を深め、行動できる人間を育てていく、比較的長期的な取り組みとして、
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機会別には、学校教育はじめ家庭教育、生涯学習などを含む学校外教育、テーマ別では、

環境教育、防災教育、我が国の地域の地勢やインフラの役割などについて学ぶ国土教育な

どが掲げられます。 

 一方、普及啓発に関しましては、水資源に関する特定の気づきや行動を幅広く促すため

に行われる、比較的短中期的な取り組みとして捉えることができます。両者は、線が引け

るものではなく、両方兼ね備えるようなものも含めてさまざまな取り組みが全体的に行わ

れておりまして、先人たちの苦労や自身とのかかわりを認識し、水の恵みに感謝するとと

もに、災いに対して柔軟に対応できる社会風土、文化を創出、育成していくことを目指し

ていくものであると整理をしております。 

 ２ページでございますが、普及啓発の性質を持つ取り組みは、さまざまな主体、機会、

場所で行われております。まず、「水の日」、「水の週間」では、毎年８月１日からの１週間、

シンポジウムや功労者への表彰などを行っておりまして、水の貴重さ、水資源開発の重要

性を訴える行事を行っております。中でも中学生を対象とした作文コンクールは、応募数

も増えてきておりまして、学校教育の一環で作文を通じて水に関して深く考えるきっかけ

ともなっているところでございます。 

 ３ページでございますが、水環境の保全について認識を深める「名水百選」、「平成の名

水百選」の取り組みが行われております。また、農業用水につきましても、食糧、国土の

保全等の役割を担ってきた疏水の普及啓発をする「疏水百選」の取り組みがそれぞれ実施

されているところでございます。 

 ４ページでございますが、節水意識の高揚に関しまして、水道事業者によるキャンペー

ン、啓発活動等が行われているところでございます。 

 ５ページでございますが、水を賢く使う社会の構築に向け、メーカー、学識者、自治体、

省庁等の産学官の連携により、巧水スタイル推進チームが形成され、節水意識の向上に向

けた普及啓発に取り組んでいるところでございます。また右側でございますが、雨水利用

の推進に関しましても、国、自治体、雨水利用施設の事業者、学会、市民団体等による雨

水ネットワーク会議が設立され、情報交換、人的交流を行いながら普及啓発に取り組んで

いるところでございます。 

 ６ページでございますが、水源地域の認知・関心を高める取り組みも各地で行われてお

りまして、このうち「水の里の旅コンテスト」では、観光協会や自治体、ＮＰＯ、教育機

関等を対象に、水文化に関する資源を活用した観光や旅行の企画を表彰し、旅行業界によ
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るプロモーションなどにつなげる取り組みを行っております。 

 続いて、７ページでございます。ダムツーリズムでございますが、水源地域に対する認

知や関心を高める取り組みの１つで、民間のツアー会社と連携し、ふだんはなかなか立ち

入ることのできない場所を含めて一般の方々にダムを見学していただき、利水や治水とし

てのダムの役割等の理解促進や、水源地域の振興等を図っているところでございます。 

 ８ページでございますが、教育の側面での取り組みということで新たな動きが出始めて

いるところでございまして、平成２０年の学習指導要領の変更により、中学校の授業での

取り上げられ方に関する分析でございますが、授業時間が全体的に増やされたことにより

まして、特に関連する地理の教科書において、日本の各地域の地理的な特徴や、各種産業、

文化の特色とその背景について詳説したページが大幅に増えております。その中に水資源

に関する記述も各地域ごとになされているという状況でございます。 

 ９ページは、今後の方向ということで、水の恵みに感謝するとともに、災いに対して柔

軟に対応できる社会風土・文化を創出・育成していくことを目指す上で、河川、水道、下

水道といった水循環の過程の部分ごとに取り組むのではなく、流域の特性に応じてこれら

を水循環全体として捉えて、総合的に学ぶことができるようにすること。また、もう一つ

の軸である教育、あるいは主体的な学習の側面からの取り組みを今後、強化していくこと。

その際、あらゆる機会や場を活用して、中長期的にわたって継続されるものとすることと

ともに、産学官の連携やＮＰＯとの連携により、活動の裾野が広がっていくよう取り組ん

でいくべきではないかと考えております。 

 １０ページでございますが、これに関連する取り組みの１つとして、国土交通省におき

ましては、教科書の出版会社を対象に取り組みを紹介いたしまして、連携強化を図ってい

るものでございます。 

 １１ページでございますが、河川をフィールドとした環境教育の取り組みとして、「子ど

もの水辺」再発見プロジェクト、右側になりますが、川に学ぶ体験活動協議会等と連携し

た水難事故防止に向けた活動などを行っているところでございます。 

 １２ページは、「こどもホタレンジャー」と題した小・中学生の保全活動を表彰する事業

や、全国水生生物調査を通じて子供たちに水環境問題への啓発を図る取り組みが行われて

いるところでございます。 

 １３ページでございますが、水資源に関するインフラの存在や役割、重要性についての

認識を広げることが重要でございますが、土木学会においては、土木広報アクションプラ
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ンというものを取りまとめているところでございます。土木構造物は完成すると見えなく

なるものが多く、その恩恵に気づかない。また、初めからそれが当たり前と理解されてい

るケースが数多くあることから、見えないものの大切さ、見えにくい価値や役割に思いを

はせ、イメージしてもらうようなコミュニケーションを目指すとされているところでござ

います。 

 この１４ページになりますが、アクションプランでは、広報の対象者の属性に応じて具

体的な広報の手法もこの表のように提案をされているところでございます。 

 １５ページでございますが、防災教育に関する内閣府、文科省の報告書等では、東日本

大震災以降、特にその重要性が指摘され、住民一人一人の意識の向上、みずから判断、決

断し、行動するような教育学習、積極的、主体的な取り組みの重要性が指摘されていると

ころでございます。 

 １６ページでございますが、こうした考え方を取り入れた事例として、津波防災教育に

おいて、左側、「稲村の火」を題材とした取り組み、また右側でございますが、「津波てん

でんこ」の教訓をもとにした取り組みが行われているところでございます。 

 １７ページ、最後でございますが、水災害に関する防災教育の取り組みとして、福岡県

久留米市においては、小学校の社会科の一環で地域の河川を題材とした学習プログラムを

作成し、授業の執行を行っているというものでございます。親子参観なども取り入れられ

ているというような状況でございます。 

 以上でございます。 

【沖部会長】  ありがとうございます。 

 ただいまのご説明につきまして、ご質問、コメント等ございますでしょうか。お願いし

ます。 

【佐々木特別委員】  １ページのところを見ると非常によくわかるんですが、例えば「教

育、子供の意味」のところを見ると、「ある人間を望ましい姿に変化させる」と書いてある。

「普及」のところにも、「広く」、「行き渡らせる」。次の右のほう、広報も「一般の人々に

知らせる」。それから、下の啓発も「教え示し」ということを書いている。これらから出て

くることは、どちらかというと非常に「一方的」というか、「上から目線」みたいな感じが

しないでもない。しかし、教育というのは、ほんとうはもっと、あるいは啓発にしても、

「双方向」であるべきじゃないかと思うのです。末端の水道事業体等の実例を見ていると、

その種のものが若干ある。例えば経営とか、運営に関する「審議会制度」を持っていて、
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定期的にそれが常設されていて、予算、決算等々も全部議論したり、いろいろやっている

ような制度も持っている事業者もあるし、あるいはもっと多くの事業者は、「モニター」「利

用者のモニター制」とか随分やっていますね。そういう点を考えると、できるだけ広く国

民とか、人々の意見を吸い上げ、経営に生かしていくような１つの制度づくりというか、

そういうようなものが教育とか啓発活動とあわせてあっていいのではないかなと思う。イ

ギリスとか、オーストラリアなんかは、いわゆる「消費者諮問委員会、あるいは協議会」

みたいなものを制度として持っています。その辺、日本は非常におくれているのではない

かと私は思っていますが、この辺については、どういうふうにお考えですか。 

【沖部会長】  まとめて後でと思います。ほかいかがでしょうか。お願いします。 

【小浦特別委員】  さきほど上から目線という話が出ましたけど、発想がすごく近代的

な教育という感じがします。ここで語られている水の話が近代的というか、技術に寄って

います。水に関わるシステムが技術化・広域化したために、本来地域での経験から共有し

ている知恵とか伝統、水の神さんとか、そうした地域の歴史や文化への認識が全然ない資

料となっていると感じてしまいました。 

 技術が悪いわけではなくて、これだけシステムが広域化してしまうと、みんな水の使い

手になってしまっています。使い手であると同時につくり手でもあるはずなのです。雨の

流れが実感できて、雨水をためたりとか、山を大事にしたりとか、湧水をつかったり地域

の中での水の分配を工夫したりとか、いろいろな知恵や技術が日本の中にはまだ残ってい

ます。さっき農業用水の話も出ましたけれども、基本的にそういった地域でつくり、使っ

ていた資源としての水という概念があまりになさ過ぎて、全部近代的フレームの中で処理

しようとしているように見えます。安全リスクについてもそうだと思いますが、技術で解

決することが悪いわけでは決してないですが、それだけではないと思います。都市計画や

景観でも同じ問題があります。開発がもたらす変化が地域の社会的・文化的価値とぶつか

るとき、これまでは開発が豊かさをもたらすと誰もが考えて開発を優先してきたわけです

が、もはやそれはないわけです。これからどうやっていくのか、地域の人たちとともにも

う一度、みんなが使い手であり、つくり手であるという地域の水システムを再認識するプ

ログラム、あるいは、地域の中でのこういった価値を共有していくようなプログラムが必

要で、それを教育、普及という言葉でいいのかよくわかりませんが、水資源についての意

識や文化を育てるようなフレームを持つことによって、もう少し見えやすい水が出てくる

のではないかなという印象を持ちました。 
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【小泉専門委員】  よろしいですか。 

【沖部会長】  お願いします。 

【小泉専門委員】  いろいろな意見があろうかと思っております。それで、１つ、私は、

７ページのダムツーリズムというところのページで少し、私自身は、ダムのダムカードが

あるというのを前から知っているんですが、あれがあるスペシャリストの間では非常に、

マニアの間では垂涎のカードでありまして、それはそこのダムに行かないともらえないと

いうことで、そういった話もダムツーリズムのところに触れていただけるとありがたいな

と思っております。 

 要は、何を申したいかと言いますと、放っておいてもボトムアップでどんどんそういっ

たものが啓発されていく。特に今はインターネットの時代ですから、何らかの情報を出し

たことによって、それが連鎖反応的に、やはり水は大事だとか、あるいは水資源というの

は重要であるとか、あるいはいろいろなダムがあるんだなとか、そういう思いをはせるよ

うなうまい仕掛けをこれからつくっていく、これが大事かなと思っております。もちろん

これまでに行われてきた着実な方法も必要とは思いますが、何となく、ぱっと燃え上がる

ような何か方法があると、わりと上手くいくのかなと、こんな思いがちょっとしたもので

すから、少し意見として申し上げました。 

【沖部会長】  ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。お願いします。 

【清水特別委員】  水資源の教育に関してですが、学校の中で総合学習とか見ていると、

あるいは現場の先生方の動きを見ていると、河川というのをフィールドにして水辺で何か

体験するとか、環境教育はやりやすいです面があります。それから、防災もかなり最近で

は、東日本震災があったこともありまして、いろいろ現場ではやられている。 

 ところが、水資源そのものについて、昔は、水道の施設とか、あるいは水道をひねった

ら水が出てくるのはどういうことかなんていうのは小学校や中学校のときにやったような

気がするんですが、最近は、そういうものが現場ではないような気がしています。例えば

河川整備基金事業を見ていても、総合学習の取り組みでいろいろ応募してくる学校の中で、

水の恩恵とか、水資源そのものに対する教育というのが学校であまりやられていないんじ

ゃないかと思います。環境学習は地域の問題としてもやりやすいというか、多くの学校で

取り上げられている中で、国交省も河川と環境の問題として支援してきたわけです。先ほ

ど学校教材をつくる方々と国交省の方々が定期的に意見交換をされているということを聞

きましたが、一体、水資源についてどのぐらい学校の中で取り組みが現状なされているか、
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また，国交省が河川の環境教育である種の仕組みつくってきたように、水資源についても

そういうものが必要じゃないかなという気がします．その辺について、もしお考えがあれ

ばと思いましてお聞きしました。 

【沖部会長】  ありがとうございます。では、槇村先生、お願いします。 

【槇村専門委員】  私もある流域でちょっとＮＰＯで活動しておりますけれども、それ

はそれとして、環境教育にも当初から携わってきたのですけれども、私自身は、最後に書

いてあるような、基本的な方向性みたいなのがありましたね。９ページの教育・普及啓発

に関して方向性というのは、とてもこれから必要なことだと感じております。ただ、環境

教育みたいなものは、かなり時間経過の中でつくられてきたことがあるんですけれども、

私自身は、それぞれみんな個別にやっておるわけでして、非常に個別化してしまっている

というのが現状だと思います。 

 私は、この河川のことに関係するようになって、土木の問題とか、その土地、農業、都

市の土地利用とか含めて全体で、どういうふうに水資源が開発され、農業用水が開発され、

どういうふうに都市が、地域が発展してきたかというのを学ぶことができたわけですけれ

ども、それで今後どのようにしていくかということは、さっき佐々木委員もおっしゃった

ように、そこに住んでいる人々と同時に、国土全体としてどういうふうに考えていくかと

いう、それこそさっき統合的水資源管理ということがございましたけれども、統合的に人々

に考えていただくということが必要ではないかと思っております。 

 それで、環境教育、防災教育、国土教育ということでそれぞれやっておられるんですけ

れども、そこがばらばらであると思って、それを統合的に考えていただく場みたいなもの

が必要かと。そういう意味では、全体の教育、教科書の中に書くということと同時に、地

域自体をその土地が持っている記憶とか、人々の生活とかいうことをあわせて今後、これ

までどうだったか、これからどうあるべきかということを考えていくことが必要だと思い

ます。 

 そうなると、それを動かしていく人々、人材をどのように養成していったらいいかとい

うことも必要かと思いまして、環境教育をなさる学校の先生を対象に、私も時々、話をし

ているんですけれども、やはりどういうふうにして教えたらいいかということがなかなか

個別の学校ではわからないことが多うございまして、トータルで教えられるような先生と

いうか、そういう人材の育成というものも一方でないと、これが進まないと思いますので、

そういう点もいろいろご配慮いただきたいなと思います。 
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【沖部会長】  ありがとうございます。私からも一言言わせていただきたいことがある

んですが、まず一番最初の、最初に議論ございました上から目線というところは、今の１

ページ目の一番最後のを見ますと、人材ということは出てきませんけれども、ちゃんと教

育・普及啓発をして、水を守ったり、災いから社会を守るようなことができる人材をつく

って、社会の役に立ってもらいましょう、国の役に立ってもらいましょうという感じに読

めるわけですが、それは結果であって、現代の教育の目的は、各個人の能力を上げて可能

性を広げてあげようということであって、それが結果として、社会にいろいろなところで

活躍してもらえるということであって、これだけ見るとまだ富国強兵の時代の考えが抜け

てないような感じを受けるという可能性があると思います。 

 それから、産官学でと言ったときに、５ページの節水なんていうのは、ある意味で言う

と水関係者の企業でやっているわけですが、最近の動きとしましては、環境に対する意識

の向上、あるいはＣＳＲといった概念が普及したことから、飲料メーカーとか、あるいは

水を使う機械をつくっているメーカーなんかが水の啓発活動、あるいは水源林の保全とい

ったことに関して住民の方と一緒にやり始めている。あるいはウオーターニュートラルな

んていう概念を出して、自分たちが工場で使っている分をどこかでちゃんと涵養しようと

いった取り組みをやっている。その辺が新しいのかなと思います。 

 最後に、１３ページの「土木構造物は完成すると見えなくなる」と書いてありますが、

インフラストラクチャーという言葉のインフラという接頭語は、認知できないぐらい下の

という意味です。インフラサウンドというのは、周波数が低過ぎて目に見えない。インフ

ラストラクチャーというのは、社会の下にあり過ぎて目に見えないからインフラストラク

チャーなのであって、目に見えたら、それは、そういう土木構造物もあるかもしれません

が、インフラストラクチャーでないので、これは当たり前のことを土木学会の方におっし

ゃっていただけるとよろしいかと存じます。 

 以上です。 

 では、事務局から、手短にご回答をお願いいたします。 

【海野水資源計画課長】  まず、ＣＳＲの話がございました。今パワーポイントで映し

ておりますが、３回目の資料で説明しましたのもので、環境の取り組みをＣＳＲとして企

業が捉えて取り組みが行われており、水に関する飲料メーカーについては、森の保全、あ

るいはそれに伴って子供たちをそこで学習すると、そういった取り組みが行われていると

ころでございます。 
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 いろいろと意見が出たところでございますが、人と水とのかかわりにおきましては、昔

から災害への対応、あるいは水をどうやって配分していくか、そういったいろいろな地域

における知恵があったと思います。そういったことをベースにして、今、成り立っている

というところの資料については補充させていただきたいと思っております。 

 また、上から目線というお話がございましたけれども、１ページのところで、辞書を引

きますとこういった書かれ方をしているわけございますが、例えば学習という言葉におき

ましては、みずから行っていくとか、あるいは広報のところも、publicity、communication

ということで、基本的に双方向ということでそれぞれのところがとらえられているという

ところでございますが、そういったところについては配慮していきたいと思っているとこ

ろでございます。 

 また、ダムツーリズムにおきまして、ダムカードのみずからボトムアップで普及啓発が

進む、そういったものについても、次回、紹介をさせていただきたいと思っております。 

 また、総合学習におきまして、それぞれ各分野、環境教育、ばらばらだということにつ

きましては、そこら辺、考えていきたいということではないかと思っております。 

 また、水資源分野の環境学習なり、環境教育でございますが、水道の蛇口をひねる。そ

ういった学習も、昔は行われたと思いますが、最近では、水がどこから来ているかという

ところさえわからないというような状況になっておりまして、そういった取り組みが重要

だということで、今回、９ページのところでも書かせていただいたところでございますが、

今いただいた意見につきましては、整理した上で、また次回、お示しをして議論いただき

たいと思っております。 

 以上でございます。 

【沖部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、次の議事に移りたいと思います。まずは、厚生労働省からご説明、よろしく

お願いいたします。 

【福田水道計画指導室長】  厚生労働省水道計画指導室の福田と申します。本日はどう

もありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 厚生労働省では昨年の３月、新水道ビジョンというものをつくって、公表をしておりま

す。実は水道ビジョンというものは、平成１６年につくっておりまして、それを平成２０

年に改定しているのですが、その後、８年間で社会を取り巻く状況が大きく変化をしてお

ります。１つは、人口の減少時代が参ったということ。そして、人口の減少時代に、今後、
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水道はどういうあり方が必要かというようなこと。それから、震災がございました。水道

の災害対策はどのようなあり方が必要かということ。それから、水質事故なども起こって

います。こういった危機に対してどのように対応していくかというようなこと。こういう

課題に対して水道関係者の共通認識が必要だということで、新水道ビジョンというものを

つくったものでございます。 

 この中で、こういった水道が必要ではないかという理想像を持続、安全、強靱、この３

つのキーワードで整理をしておりまして、その実現方策をここに提示しております。そし

て、その実現方策を推進するために、挑戦、連携、こういった姿勢が必要であるというこ

とで、これらの要素が必要であることを指摘しているところでございます。 

 肝心な内容でございます。大変多岐にわたるところなんでございますけれども、本日は、

時間も限られているということでございまして、ここの審議会に関係の深い部分であって、

かつ水道事業に対して大事なこと、それから、ほかの方々がなかなか触れないようなとこ

ろかなということで、この３つのキーワードのうち持続の部分、ここを中心にお話をさせ

ていただきたいと思っております。 

 こちらに示してございますのが日本の人口の将来予測でございます。これによりますと、

ピークは２０１０年、１億２,８００万人ということでございますか、これをピークに人口

は減り続けるという予測になっています。２０６０年、５５年後には２０１０年の３割が

減って６８％、１００年後の２１１４年には２０１０年の３３％の人口に減っていくとい

う予測がされております。これは幅があって予測されていますが、中位推計と言われる真

ん中の数字でこのようなことになっているということでございます。 

 資料は用意しなかったのですが、これを都道府県別に見ると、２５年後、２０３５年ま

でに人口が減らないのは４７都道府県中、２つです。東京都と沖縄県。これも増えるかと

いうと、２％ぐらいの増加と予測されているんですけれども、微増ないし横ばいと言って

もいいかもしれません。それ以外のところはみんな減るということでございます。これが

２０５５年の都道府県別に見ますと、その東京、沖縄も大体１７％ぐらい減る。そして、

４０％以上減るという県が２つ、これは秋田、和歌山です。そして、２０１０年の３０％

以上減るという県が４７都道府県中、何と３５道府県ということになります。 

 これはどういうことかというと、地域別に見て、これから人口が増えるところと減ると

ころがあるわけではない、減るところと減らないところがあるわけでもない、ちょっと批

判覚悟で言えば、減るところととても減るところの２つしかないということだと思うんで
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す。あるいは言いかえると、今でも減っているところと、これから減るところの２つしか

ないというような状況なんだと思っております。 

 そして、人口が減りますと、私どもが所管しております水道事業にとっては、給水量が

減るということになってしまいます。これが先ほどご説明した新水道ビジョンをつくると

きに私どもで予測をした将来の事業水量でございます。実は給水量、現実にもう既に減っ

ています。ピークは２０００年ごろでございます。２０００年に日量で３,９００万トンあ

った給水量、これは上水道事業という、ちょっと大き目のところだけなんですけれども、

それが現在では既に減り始めている。３,９００万トンあったものが２０６０年、５０年後

には２,２００万トン、そして、２１１４年には、１００年後には１,１００万トンという

ことで、大変給水量が減っていくのではないかと推計がされるということでございます。 

 給水量が減るということは、個々の水道事業にとっては、当然収入が減るということに

なってしまいます。収入が減った場合に、水道事業はどうすればいいかということなんで

すけれども、こちらは水道事業の費用構成でございます。その他の部分が大きいので、大

変見にくいんですけれども、これは左のほうから減価償却、支払利息、修繕費云々と書い

てありますけれども、何が言いたいかというと、要は固定費が多いということなんです。

固定費が多いというのは、事業の規模が減って、収入が減っても、かかる費用はあまり変

わらない、減らない。これが水道事業の１つの特性になっているということでございます。 

 そして、ちょっとこれは観点が違うんですけれども、ここに挙げたのは、管路の経年変

化率と書いてありますけれども、要は法定耐用年数を超えた管路延長、埋めてから４０年

以上たった管路が今どれだけ残っているかというのを示したものです。平成１８年には、

管路全体のうち６％が４０年以上の経年管だったんですけれども、平成２３年度では、そ

れが８.５％に増えています。それはどういうことかといいますと、きちんと計画的に敷設

替えをしていかないと破裂とか、そういった危険が出てくるわけなんですけれども、そう

いったものが十分な敷設替えが現在においてもまだ行われていないんではないかというこ

とが示唆される数字でございます。 

 ちなみに、全体の管路のうち、どれだけの管路を１年間で更新をしたかということを調

べてみますと、平成２３年度で０.７７％です。０.７７％というのは、今ある管路を全て

敷設替えするためには１３０年かかるということなんです。あくまで法定耐用年数ではあ

りますが、法定耐用年数が４０年のものを全部敷設替えするのに、今のままだと１３０年

かかるということなんです。何が言いたいかというと、今の現状においても十分な投資が
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されているのかどうかが大変怪しい。今そういう状況だということでございます。 

 そして、耐震化率です。先ほどから地震に対してどうのというような話がございます。

耐震化率を見てみますと、比較的耐震化が進んでいます配水池と言われる高いところに置

くタンクです。水道のタンクとかよく言われるものですけれども、それが４４.５％。それ

から基幹管路、管路のうち、末端の家に行くのではなくて、水を運ぶための大きな管なん

ですけれども、基幹的な管路で３３.５％、それから、浄水施設では２１.４％という数字

になってございます。耐震化というのをこれから進めなければならないんですけれども、

これから投資すべきところも大変多いんだけれども、なかなか進んでいないという数字で

ございます。 

 私ども、当面の目標としては、避難所ですとか病院といった拠点に、災害時、地震時に

も、そういったところに避難されている方に最低限の水量を運ぶために、そういったもの

から順番に、重要なものから順番に耐震化すべきというようなことを言っておるわけです

けれども、浄水施設で２０％、そして、基幹管路、幹線だけで見ても３３％ということに

なっているということで、これから投資すべきところは大変多いということなんです。 

 今まで申し上げたことは、これから収入が減っていく。今でも固定費が大変多いんだけ

れども、固定費が多いと言いながら、十分な投資が今されていないところがございます。

これを必要な投資をきちんとするためには、これからまだ費用がもっとかかるのに対して、

収入が今後減っていくというようなことで危機感を感じているということでございます。 

 そういったことで、今までは右肩上がり、これからどんどん水需要が伸びていくという

ことにあわせて、どうやってきちんと、水道水を供給していくかということを考えてくる

ような水道計画になっていったわけなんですけれども、これから人口の減少していくとい

う段階において、これからは多くの事業体で水の需要が減少するということを想定して事

業計画を策定していかなければいけない。そういう時代になっていくということでござい

ます。 

 水源も、全体としてはもうこれから必要なものは減っていくというようなことになって

いるのではないかと思います。そして、大事なのは施設配置です。今までそれぞれこのよ

うにいろいろな施設で水を供給してきたとして、需要が減ってきたということになると、

それにあわせて施設を再配置をしていかなければいけないんではないかという時代になっ

ているということをここで強調させていただきたいと思っております。 

 ちょっと実際の事例を簡単に申し上げておきたいと思います。こういったことを危機感
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を感じてやっておられる水道事業者さんはいろいろいらっしゃいます。１つの事例を申し

上げると、群馬県の東部、太田市ですとか、館林市を中心としたところでこういった取り

組みがされております。ここの３市５町で、２８年４月に企業団、一部事務組合をつくる

ことを目標として、去年の秋に統合に関する基本協定というものを結び、統合の協議会を

つくっております。この３市５町、今までそれぞれのところで水道事業をやったのを３市

５町で統合して、もちろん経営統合するだけではなくて、施設としても統合したいという

ことで、１０年間で、今現在、２２ある浄水場８つを減らすという計画にしております。

そして、１０年経った後も、浄水場を減らしていくという構想を立てているということで

ございます。そして、もちろんその浄水場を単純に減らすということだけではなくて、浄

水場の配置にしても、当然今まで市町個別に分かれていたものを、３市５町では高低差が

ございますので、できるだけ自然流下ということを基本に再配置をする。維持管理費をな

るべく安くするようなことをしているということでございます。 

 このような動きはほかにもございます。例えば岩手県の北上市を中心にする岩手中部地

域ですとか、埼玉県の秩父地域、千葉県の君津地域です。こういったところで統合という

ようなことが進んでいるところでございます。 

 今、紹介した中の岩手中部企業団では、私どもの補助事業、平成２３年度から水道広域

化促進事業というものを使って事業を進めていただいているんですけれども、私ども、こ

の平成２６年度、来年度の予算要求といたしまして水道施設再構築計画策定支援事業とし

て、私どもが「水道施設の再構築計画策定のための手引」というものを策定して、それと

水道事業者が再構築していくことを支援をしていくための事業を、現在、予算案に盛り込

んでいるということでございます。 

 今回、申し上げたかったのは、水道を持続的に、将来にも水道給水をきちんとしていく

ためには施設の効率化が不可欠である。そして、その施設の効率化、それ自体にお金がか

かりますので、収入が減ってから始めたのでは多分遅くて、今これから大事な時期だと、

一刻も早く再構築ということを考えていかなければならない状況であるということを強調

させていただいて、今回のお話とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

 

【沖部会長】  ありがとうございます。 

 ただいまのご説明に関しまして、ご質問、コメントございますでしょうか。 

 １点、よろしいでしょうか。新水道ビジョンの議論の中で、接続義務に関しては、何か
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議論はありましたでしょうか。 

【福田水道計画指導室長】  接続義務。 

【沖部会長】  水道事業体に対して、新たに家をつくった、マンションをつくったとき

に、どんなに辺鄙な場所でも水道をつないで欲しいというふうなことをリクエストできる

と思うんですけれども。 

【福田水道計画指導室長】  現在の法律でも、水道事業者は地域独占の事業でございま

す。地域独占なので、あらかじめここの部分は自分の供給エリアと決めたら、そこ以外の

水道事業者はそこでは利用できないんですけれども、そこに対して水道法上、給水義務と

いうのがかかっております。 

【沖部会長】  そうです。給水。 

【福田水道計画指導室長】  ただ、実際問題として、現実に配水本管から遠いというよ

うな理由でなかなか難しいというところであると、現状では、地元の方が費用を支払って

管をつくるということが行われているやに聞いておりますけれども、基本的には、その区

域においては法律上の給水義務があるということでございます。 

【沖部会長】  そうしますと、将来ビジョンに関しては、自然減であって、それに対し

てコストがどのぐらいかかるか、なるがままに任せようということですね、今のところ、

水道側としては。つまり、人が住んでいるところをできるだけこうしてくれると水道事業

としては助かるんだけどというようなことは決して言わない。ここは一応、国土審議会の

下の……。 

【福田水道計画指導室長】  そこについて、もちろん問題意識がございます。ただ、こ

のビジョンのできたビジョンの中では、それに関連しては、小規模のところに対応するの

にどうするかということについては、今と同じ方法でいいんだろうかということは言って

おります。具体的にこのビジョンというよりは、実際にほんとうに限界集落で、あとしば

らくすると人がいなくなるかもしれないというところに対してどういう投資をするか。今

と同じようなことをするのではなくて、別の方法も考えなければいけないのではないかな

ということは入れていきたいと思います。例えば浜松市などでは、実は排水管での供給を

あきらめて、タンクで水を持っていくというようなこともやっておる状況でございます。 

【沖部会長】  ありがとうございます。お願いします。 

【槇村専門委員】  ちょっと今のご意見と関連するんですけれども、施設の再配置とか、

水道企業団の統合というような、特に水道企業団の統合というのは５年とか、１０年とか
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できるし、施設の再配置もできるかと思うんですけれども、私、ある都府県の国土計画の

審議会なんかで土地利用のことを審議しておりまして、高度経済成長期に、非常に都市域

がスプロールしたり、大きな開発がされてきたわけですけれども、そこが非常に人口高齢

化で、限界集落じゃなくても、都市部の中でも非常に住まないという荒廃的状況が出てき

ておりますし、さらにそれが加速されるだろうと思うんです。 

 図式的に言うと、このような需要減のところを外していってやるということが考えとし

ては妥当だろうと思うんですけれども、実際の都市計画の土地利用とか、区域とか、そう

いうところ等、何かご検討されたかというか、あるいはそういうことを関係して考えてお

られるようでしたら、ちょっとご説明をお願いしたいと。現実には、今のような限界集落

の話があると思うんですが、もうちょっと都市域の話でも、そういうことが可能性として

あると思いますけれども、いかがでしょうか。 

【福田水道計画指導室長】  都市域で人口が減るエリアがあるというご指摘でよろしい

かと思うんですけれども、もちろんここで図式的に書かせていただいたのはそういうこと

を想定しております。家が何軒あって、需要減があって、２つ家がなくなって、家の絵が

なくなっているというのは、別にその地域が空っぽになった、その地域の人口が減ったと

いうイメージで私どもは書かせていただいておりまして、そういったものに対して、どこ

に対してどういうような水道の施設を今後どうしていくかということでございます。 

 単純に言うと、パイプを細くしてすれば、そこに行く水は減るんで、そういうようなこ

ともあるのかもしれませんけれども、実際には、再構築、そうではなくて、都市域なら都

市域全体の利用のバランスを見て、最適な水道施設にしていくべきだと考えています。例

えばニュータウンみたいに後からまとまった地域が大きくなっているところに対して、過

去につけ焼き刃的にそこに例えば浄水場をつくるとか、大きな管路を引いてということに

なりますと、全体としては非効率なことがあり得ます。そういう場合には、将来的にどう

いうふうに住む需要が、その場所、その地域、地域の水需要はどうなるかということを考

えた上での施設計画を今後していく必要があるんだろうと考えています。 

【沖部会長】  時間は、じゃあ、どうぞ。三村先生。 

【三村専門委員】  じゃあ、簡単に。ここは水資源開発分科会ということなので、給水

量が減るというのはよくわかりましたけど、水道の水源のほうに関しては、現状で十分な

のか、あるいは地域によっては、こういうふうな人口が減る事態の中でも、水源自体の確

保に問題はあるのか。その辺はいかがでしょうか。 
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【福田水道計画指導室長】  全体としては、全体としてというのは日本全体として、全

体でいうと、やはりもう給水量はピークを過ぎているわけで、これからは減る一方という

ことで、これから細かいところはいろいろあると思いますけれども、暫定水量がどうのと

か、そういう細かいところはあると思います。全体としては、これから給水量が下がって

いくわけですので、その分、水源能力も同じように下がっていくんではないかなと思って

います。個々の話をしますと、やはりそれぞれの事情がございますので、一律に下がりま

すというようなことではちょっとないのかなと思っています。 

【沖部会長】  お願いします。 

【小浦特別委員】  この図式を見ると、大きなシステムのまま薄くしていくという感じ

がして、全然コンパクトになっているというイメージがしないのです。確かに量的には縮

小されていくのかもしれませんが、システムとしてもう少し小さい単位で管理していくと

か、そういう発想が水道には可能なのかどうか。地域のまとまりとして、例えば浄水場と

供給域をどれくらいの単位でセットするのが効率的なのか。幾ら浄水場を減らしても、水

道網が広域のままだと管理コストはかかりますね。ですから、連携は、システムが大きい

まま薄めている感じがして、もう少し違うシステムの考え方はないのでしょうか。例えば

先ほど委員長のほうから、給水義務の話が出ましたけれども、例えば、今後の土地利用の

動きとあわせて、人口減少などにより極端に非効率なところでの給水拒否域のような考え

方があり得るのかなとか、そのような議論は起こっていないのでしょうか。土地利用のほ

うでも、１人しか住まなくなったような地区で、そこにまた１人入ったり、１人出たりと

いうのは、そういうことは起こり得るわけですが、自治体にとっては負担が大きい。郊外

の古い団地では既に起こりうる状況にあり、実際は難しいことですが、これからはどのよ

うに縮退させていくプログラムをもつかは必要となっており、考え始めています。水道で

はどうなのでしょうか。 

【福田水道計画指導室長】  まず後段のほうからですけれども、おっしゃるとおり、ど

こまで今の水道の枠でやるという議論は当然ございます。先ほど浜松市の例も挙げました

けれども、今、私どもの水道で一番重要だと思っているのは、きちんとした水質のもので

お届けをするということです。これは私どもの最低限やらなきゃいけないことだと思って

おります。 

 水道というか、水が生きていくためにどうしても必要なものであることを考えると、少

なくとも、パイプで持っていくかどうかは別にして、きちんとした水質のものを保障して
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あげる必要というのが多分あるだろうと思う。そのためのものというのは、現代でも井戸

で生活されている方もいるんですけれども、そういう方も含めてきちんと、ちゃんとした

水ができるようにと。それがイコール水道、パイプへつなぐという意味ではないですけれ

ども、そういったシステムをつくっていかなければいけないのかなと思っています。 

 そして、その前段の話につながってくるんだと思いますけれども、地下水など良好な水

源に恵まれていて、小さな区域でやっているところは多分あると思います。そういうとこ

ろは、そういうところで、そういういいところを生かしていくというのは大変重要なこと

だと思いますが、一方で、また難しいところがございまして、そういったところにどれだ

け人を張りつけられるかですとか、あるいは人が張りつけられること、イコール安全性を

きちんと確保していけるかとか、あるいは、いざ危機があった場合にどういうふうに対応

できるかということを考えると、そちらのほうのことだけ考えると、きちんと広域化して

いかないと、今現在もう地方自治体、人が大変減っておる状況で、なかなか厳しい状況で

あったりするものですから、そういうところでは少なくとも経営面での広域化みたいなこ

とも考えていく必要がある。あるいは危機みたいなことを考えると、施設の広域化もある。

結局、そこのあたりは、広い大きな視野で見た上で全体のバランスを考えていったらとい

うことになるのかなと理解しております。細かいところだけで話をすると、それ以外の選

択肢というものはなくなってしまいますので、全体で、大きな視野で見てその地域にどう

いうものが効率的なのかということを考えていく必要があるのかなと思っています。 

【沖部会長】  どうぞお願いします。 

【増子特別委員】  今回の厚労省さんのお話は、将来、人口が減ってくるので、経営面

は非常に厳しいですというお話だと思います。誤解してはいけないのは、人口が減ると渇

水は起きないのかということなんですけども、渇水は渇水で起きるわけです。水道用水の

需要が多少減ったからといって、ダムの水は、減りが多少は少なくなるけれども、異常気

象、気候変動に対応してきちんと考えていかなきゃいけないということは変わらないとい

うことは強調しておきたいと思います。 

 それと、災害に対してどういうふうに対応していくか。要するにお客様である住民の方々

は、震災があっても水道が出てほしい。水道が使えることが一番うれしいと。蛇口から安

全でおいしい水がいつも出るということが一番望んでいることだと思いますので、そのた

めに、水道として何をしなければいけないのかということです。先ほどのスラックという

ようなお話もありましたけど、いろいろなことがあっても、余裕を持って、管路を二重化
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しておく、バックアップを図っていく、更新をきちんとやっていく、そういったものを続

けていかなければいけないことが大切であります。 

 そのためには、こういう地方の人口減少などが起こっていく水道事業体、ほんとうに疲

弊した事業体がいっぱいありますが、こういったところについては広域化をしていって、

そういう収入が少ないところもきちんと水道事業をやっていくということが大切でありま

す。そのためには、単に広域化しなさいだけではなかなか進まないので、国が補助金を集

中投資していって広域化を進めていかなければいけない。広域化の大変な点というのは料

金問題。水道料金がばらばらである。それを広域化するのは、安いところに合わせるのか、

高いところに合わせるのかというふうなことで、やはりそこら辺は補助金を投入しなきゃ

いけないと思いますので、それが今後の課題であると思います。これは意見であります。 

【沖部会長】  ありがとうございます。 

 ほかよろしいでしょうか。では、どうもありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、農林水産省のほうから、ご説明、よろしくお願いいたしま

す。 

【印藤水資源課長】  農水省の水資源課長の印藤でございます。よろしくお願いします。

座って説明させていただきます。 

 それでは、資料７です。ページ１の絵を見ていただけますでしょうか。左のほうは、上

流にダムをつくって水をためて、それが下流に流れて、頭首工という堰から取水して、そ

れから水路を使って末端の農地へ送水するという絵を描いています。この緑にありますよ

うな基幹施設は、建設時には国が造ります。それにつながる支線水路は県、末端は市町村

等が造ることになります。ただし、管理につきましては、右の絵でございますけれども、

取水する堰からは基本的に土地改良区が管理しております。そして、末端は集落、農家が

管理するというように建設と管理で役割分担が異なっているというのが農業水利の特徴で

ございます。 

 それから、２ページで、土地改良区というのは何かということでございますけれども、

これは上の箱の部分に示していますが、土地改良法に位置づけられた法人でございます。

そして、農業者の発意によって設立されます。農業者は組合員として土地改良区に加入し

て、管理する費用は組合員が負担する。そして、この土地改良区は組合員に対して強制徴

収の権限も持っているということでございます。 

 では、その次に、３ページですが、これは関東平野の絵でございます。赤色の線が用水
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路を示しておりまして、長年にわたって膨大な投資と農家の努力によって、このような網

の目の用水路が関東平野につくられているという状況でございます。 

 続きまして、４ページです。農業水利が果たす多面的な機能ということで、左の絵にあ

りますように上流から取水して田んぼに入れて、地下浸透して、また河川に出てくる。そ

れを繰り返していくという意味で、地下水の涵養を行っている。右にありますのが熊本市

ですけれども、熊本市の水道水源は地下水ということで、上流の水田がそれを涵養する役

割を果たしているというものです。 

 それから、５ページです。農業水利施設を流れる水につきましては、左にありますよう

な生活用水、その下の雪を溶かす機能、それから右の生態系保全や親水、時によっては防

火用水として活用したり、一番下にありますのは景観保全で、このような多面的な機能、

地域用水機能を有しております。以上が農業水利の概要でございます。 

 続きまして、６ページ、ここからは老朽化対策についてお話ししたいと思います。左の

ほうに円グラフがございます。これにありますように、現在、標準耐用年数を過ぎたのが

約２割でございます。これが今後１０年のうちに３割に増えるという状況でございます。

右上の棒グラフの絵ですけれども、これは毎年、耐用年数を迎える施設の数を示します。

今後、平均で５００施設ぐらいが毎年、耐用年数を超える見込みです。その下の絵は事故

の発生件数を示しておりまして、増加傾向にあるということでございます。 

 ７ページ、これからどうやっていくのかにつきまして、左上が従来でございまして、今

までは機能低下を待って全面更新しました。それを右手のように、上段の絵は、縦が費用

で横が時間軸を示していますが、これからは早目の補修・補強によって更新時期を先延ば

しにする長寿命化対策を講じていきます。今、真ん中の円グラフで、右のほう、大体更新

主体の事業を現在、もう既に実施しているという状況でございます。やり方については、

一番下ですけれども、施設によって劣化状況が違いますので、施設に応じて補修を実施し

たり、部分更新したり、そういうような対応をこれからやって老朽化対策を進めていきた

いということでございます。 

 ８ページ、右手のサイクルの絵ですけれども、これは一番上が日常管理です。それから

機能診断をして、評価をして、計画をつくって、左の対策工事を実施し、また日常管理を

行うサイクルで進めていきたい。この中で、真ん中にありますデータをきちんと蓄積して、

劣化状況に応じて適時適切な対策を講じていくというのが重要だと認識しております。 

 それから、９ページでございます。絵の真ん中に管理主体を入れております。基本的に
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管理は地方公共団体、土地改良区がやっておりまして、それに対して国は何をしているの

かということで、上にありますような管理費の補助なり、機能診断、耐震照査、その結果

に応じて下にありますような長寿命化対策、耐震対策、省エネ対策、こういうような支援

を行っていこうと考えております。 

 続きまして、１０ページ、ここからは危機管理対応ですが、渇水時の対応についてご説

明したいと思います。この絵にありますのは水資源機構の豊川用水ですけれども、ここで

は最大、今年度、農水４０％の削減、節水を実施しています。地域の協議会を開催して、

合計、左の表にあります７回、渇水協議会を開きました。第５回で４０％の節水について、

協議会のもとで合意して、具体的に土地改良区のほうではどのような対応をするのかとい

うのを次の１１ページに示しています。 

 左に土地改良区の管理する体系を入れております。真ん中に、これは福井県の例ですけ

れども、日野川用水土地改良区がありまして、こちらは基幹水路を管理し、支線水路につ

いては、その支線水路ごとに、また土地改良区というのがございまして、そこで管理し、

さらに末端では、一番下にあります分水工管理委員会、こういう委員会をつくって、いわ

ゆる節水のルールをこのルートを通じて徹底させているということでございます。 

 右手にありますのは、平成６年の香川用水の事例でございますけれども、渇水時には、

下の表を見ていただきますと、節水のために、配水管理に平均の約５倍の労働力と、対策

費として平年の約２５０倍の費用をかけています。これは最大の渇水のときですので、い

わゆる応急ポンプをつくったり、井戸の掘削をしたり、そういう費用を含めておりますけ

れども、とにかく渇水に対しては相当な労力、費用をかけてやっているということであり

ます。 

 １２ページです。具体的な番水のやり方です。例えば真ん中の絵を見ていただきました

ら、黄色と赤と緑のブロックがあります。この３つに分けて１日ごとに通水するという番

水をやっています。 

 それから、右にありますのは反復利用です。真ん中のあたりに排水路が横に走り、上流

の水が排水路に流れ込んで、そこをポンプアップでまた上流に戻し、反復して利用する。

こういうような再利用というのが反復利用でございます。こういうような形で対応してい

るというのが現状でございます。 

 あと、次の１３ページからは災害対応についてです。東日本大震災のときの絵を入れて

いますけれども、パイプラインが破裂して、それを復旧する。そのときには、農地復旧も



 -34-

あわせて行う必要が出てくる。これは当たり前の話ですけれども、こういう状況、実態で

ございます。 

 あと、農水省では、職員を派遣して復旧の支援を行っているということで、次、１４ペ

ージです。これは新潟の中越沖地震のときの資料です。絵にありますように、震災で赤く

示しているパイプラインが不通の区間が発生したということで、これを約３週間で全面復

旧をなし遂げたという状況で、どのようにして復旧したのかというのが次の１５ページで

す。左の箱のところを見ていただきたいと思います。地震が発生して、まず調査、これは

外観調査をして、概況調査をして、個別には、パイプラインに通水して、どこが漏れてい

るのかというのを確認しながら応急対策を行ったということで、右の絵にありますのは、

通水ごとに漏水箇所を発見して、そのたびに応急復旧をして、最終的に３週間で全面復旧

に至ったという経過を入れております。 

 続きまして、１６ページでございます。ここは農業水利施設を活用した小水力発電につ

いて説明しております。右の絵にありますように、農業水路には落差がございます。こう

いう落差を活用して小水力発電を進め、また、農業用ダムの落差も活用した発電も進めて

おります。 

 １７ページです。現在、農業農村整備事業として、国の事業なり補助事業で３１地区の

施設整備が完了しているという状況を示しております。 

 以上でございます。【沖部会長】  どうもありがとうございます。 

 それでは、ご質問、コメントいただけますでしょうか。 

 では、木下委員、お願いします。 

【木下専門委員】  必要な水量の話はあまりなかったですが、農業用水の場合、今後、

新たな新規需要というのは少ないとは思いますけれども、現状で、農業用水の取水に支障

を来すことが多いケースというのが現実にあると思います。河川ごとの不特定補給が不十

分、あるいは河川で言うところの正常流量が十分確保されていないという場合に、渇水が

起こりやすいと思います。農水省さんで、河川ごとに農業用水の不足が起きやすい状況と

いうのは全国的に定量的に把握されているのでしょうか。そこを教えていただきたいと思

います。 

【印藤水資源課長】 定量的には把握をしておりません。ただ、渇水時には協議会を開催

します。１２ページを開いていただきたいと思います。左の絵でございますけれども、こ

れは、渇水が起こったときに協議会を開催するわけですけれども、この赤の部分が過去１
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０年ぐらいを見てましたら、渇水協議会を開催する頻度が年に１０回以上のところがござ

いますので、こういうような状況でございます。 

【沖部会長】  よろしいでしょうか。ほかいかがでしょうか。 

 じゃ、私から。１０ページの昨年度の豊川水系の渇水のときに、農水が４０％まで取水

制限されたということなんですが、これで直接の被害は出たんでしょうか。それとも番水

とか、ポンプを新たに投じるなどの対策によって、直接の被害は出なかったけれども、そ

ういった機会費用といいますか、人件費がかかる、新たな投資がかかるというコストの面

で何とかカバーできたんでしょうか。 

【印藤水資源課長】  10ページに書いてますように、昨年の渇水については、番水とか

人の労力で対応したということでございます。昨年は何とか農業の作物にはあまり影響を

与えることなく、何とかやり遂げたということがありますけれども、番水だと、その都度、

水口をあけたり、閉めたり、それを頻繁にしないといけないので、かなり農家の方の労力

というのは大変だったと思います。 

【沖部会長】  そうですね。そういうのに対して、例えば上水は削減率がやや少な目に

なっていて、ある意味で言うと、同じように水利権を持っているにもかかわらず、農業、

工業から上水に水を多少融通しているようなものですね。そういうことに対して何か補償

金がほんとうは欲しいとかいうのはないんですか。 

【印藤水資源課長】  それはやっぱり互譲の精神ということで、地域でお互いに譲り合

うというのが協議会の精神なので、それで対応しています。 

【沖部会長】  ある意味で言うと、最初の話は、スラックがここに出ていて、ただ、そ

れに対して大変なのはそういう番水されて労力を払われる方だというところは、あまり結

果で被害が出なかったら表に出ないんだけれども、もうちょっと互譲の精神、協議会に出

られている方はよくわかっていらっしゃると思いますが、社会でわかっているかどうかで

すね。このとき、たしか場所によっては水道も時間給水になったんでしたね。そういう意

味では痛みを分け合ったのかもしれないですが、その辺がせっかく協議会があったら、そ

れがさっきの教育の話でないですが、社会で互譲の精神が伝わるようにということがあっ

たほうがいいかもしれません。私はお話で、と思いました。 

【印藤水資源課長】  はい。 

【沖部会長】  ほかいかがでしょうか。お願いします。 

【三野特別委員】  農業用水では施設をつくるほうと管理が分離されているところに特
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徴があると思います。農業用水の管理は徹底した組織化が図られております。ソーシャル

キャピタルの水準が即、水の利用の仕方につながってきますので、ある意味では、ソーシ

ャルキャピタルというのをどういうふうに見える化して、その水準を高めるかが現代農業

水利の研究テーマとなっています。マネージメント組織がハードなものとセットになって

いるというのが農業用水の特徴の一つだと思います。 

 もう一つは、それが歴史的に、長い歴史の中で試行錯誤を繰り返しながらつくられてい

って、ある意味では、さっきのスラックが徹底した小さいところを軸にして、それをどう

サポートするかというような管理組織が形成され、ちょっと違った社会管理が行われると

ころが農業用水の特徴です。経済的管理じゃなくて、社会的管理も徹底したものがありま

すので、その辺の知恵をどういうふうにうまく現代風に再編していくかというのが大きな

テーマだと思いますこれから増える、増えないという絶対量の把握がその辺で非常に難し

いところがあるんですが、リダンダンシーを確保する意味では、農業用水は流域の中で重

要な位置を占めているんじゃないかと私自身は思っております。 

【沖部会長】  ありがとうございます。 

 ほかいかがでしょうか。 

 それでは、ちょっと時間が押しておりますので、大変恐縮ですが、経済産業省と環境省

に関しては次回ということでお願いできますでしょうか。申しわけございません。ずっと

お付き合いいただきましたが、お話しいただく時間がなくて、大変申しわけございません。

私の不手際でございます。ということで、次回に２つ、お話がまた積み残しになりますけ

れども、本日の審議はこれまでとして、事務局に議事をお返ししたいと思います。 

【越智水資源部長】  済みません。水資源部長の越智でございます。本日の教育とか、

幅を持ったというところで少し補足をさせていただきたいと思います。教育の部分につい

ては、決して上から目線ではないということで、それで事務局が説明した資料５の１３ペ

ージのところ、先ほど沖座長からもお話がありました土木学会のところですけれども、ま

さに先生のおっしゃるとおりで、これは若干事務局がアンダーラインを入れるところを誤

っているのではないかなと思って、「完成すると見えなくなる」というところではなくて、

「その恩恵に気づかない」というところにアンダーラインが入るべきであって、これは大

変失礼いたしました。何が大事かと考えると、これは別にインフラ、土木構造物だけでな

くて、例えば水道施設にしても、蛇口をひねれば水が出る、こういうところを我々は一生

懸命利便性が上がったとＰＲをしてきておった嫌いがあるんですけれども、なぜ、どうし
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てこういう水が出るのかといったところを私たちがわかりやすく正確に伝えてくる努力が

まだまだ足りなかったのではないのかと。 

 例えば私は小さいときに、茶碗の中に御飯粒を残しますと、親から、おいしいお米とい

うよりも、このお米をつくった人の気持ちを忘れないで食べなさいというのを言われたこ

とを思い出しまして、私たちはしっかりと、例えば水道で言えば、なぜこの水が安定して

出てきているのかというところをわかりやすく正確に伝えていくという努力をやっていか

なければならない。しかも、これは瞬間的にできるものではなくて、教育という観点から

すると、継続的に辛抱強くやっていかないと、一遍やめちゃうと、そこで一遍にポテンシ

ャルがぐっと下がって、またもとに戻るのに長い時間がかかってしまうというようなこと

を、水資源に関する教育、あるいは普及啓発というのもそういう観点からやっていかない

といけないんじゃないのかなと私自身、強く思っておりまして、今日、たくさんの先生方

から貴重なご意見をいただきましたので、そういうことをご意見も含めて事務局のほうで

整理をさせていただきたいと思っております。 

 それから、もう一つ、今日の会議の最初のほうでありました「幅を持った社会システム」

のところにつきましても、スラックという概念だけではない部分もあるのではないかとい

うようなこともありましたし、全体的に見たり、あるいは個別的に見たりとか、あるいは

量と質とか、安定性とか、それから、面的な広がりとか、あるいはコンパクト化とか、さ

まざまな視点があると思いますので、それも、しかもハードだけでなくて、ソフトの対策

で幅を持ったというのはどういうことを考えないといけないのか、あるいはシステムとし

てどうつないでいかないといけないのかといったようなことを事務局のほうでは今、毎日、

いろいろと議論しておりますし、今日いただいたご意見も含めまして、また次回には、２

０点か３０点かもしれませんけど、少し幅を持ったというところを先生方にしっかりと議

論していただけるような資料を準備させていただきたいと思いますので、どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

【寺田水資源政策課長】  以上をもちまして、本日の審議は終了させていただきます。

本日の資料及び議事録につきましては、準備ができ次第、当省ホームページに掲載したい

と考えております。議事録につきましては、あらかじめ委員の皆様に内容確認をお願いす

る予定でございますので、よろしくお願い申し上げます。 

 また、本日の資料ですが、郵送を希望される委員の方は机の上に置いたままにしておい

ていただければ対応させていただきます。 
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 最後に、森北水管理・国土保全局長より、ご挨拶を申し上げます。 

【森北水管理・国土保全局長】  水管理・国土保全局長でございますけれども、今し方、

越智部長のほうから総括をいたしましたので、改めて繰り返しは避けたいと思いますけれ

ども、今日も貴重なご意見をたくさん賜りまして、ほんとうにありがとうございました。

佐々木先生方にはプレゼン賜りまして、感謝を申し上げますし、厚労省、農水省、両省か

らもプレゼンをいただきました。ありがとうございました。積み残しになりました経産省、

環境省の両省には申しわけございませんけれども、次回、プレゼン、よろしくお願い申し

上げたいと思います。 

 これまでの議論で、８つのテーマについては一通りご議論いただきました。それを踏ま

えまして、次回には論点を整理し、それについて今後の課題、さらには取り組むべき課題

等について議論を深めていただければと思っております。 

 次回は２月、予定しておりますけれども、先生方には、お忙しい中、恐縮ではございま

すけれども、引き続きご議論賜りますようよろしくお願いを申し上げまして、最後の挨拶

とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。 

【寺田水資源政策課長】  以上をもって閉会とさせていただきます。本日は熱心なご議

論を賜りまして、ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


